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２ 山梨県立特別支援学校学級編制要綱 
 

（目  的） 

第１条 この要綱は，山梨県立特別支援学校（以下「特別支援学校」という。）の学級編制に関し，必要な事項を定める

ものとする。 

（定  義） 

第２条 この要綱において，「重複障害学級」とは，学校教育法施行令第 22条の 3に定める程度の障害を二以上併せ有す

る幼児，児童又は生徒（以下「重複障害幼児児童生徒」という。）で編制する学級をいい，「単一障害学級」とは，重複

障害幼児児童生徒以外の幼児児童生徒で編制する学級をいう。 

（編制できる学級の種類） 

第３条 次の表の○印の場合に，学級を編制することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず盲学校の高等部本科保健理療科並びに専攻科理療科及び専攻科保健理療科には重複障害学級

を編制することはできない。 

 （学級編制の基準） 

第４条 学級は，同学年の幼児，児童又は生徒で編制する。ただし，次の各号の一に該当する場合は，数学年の児童又は

生徒を一学級に編制することができる。 

 一 小学部又は中学部において，単一障害学級の引き続く二個学年の児童又は生徒の数がそれぞれ一人の場合 

 二 重複障害学級の場合 

 三 富士見支援学校及び同校旭分校の場合 

幼稚部 小中学部 高等部 幼稚部 小中学部 高等部 小中学部 高等部

盲 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ ○

ろ う 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ ○

甲 府 支 援 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ ○

あ け ぼ の 支 援 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ ○

わ か ば 支 援 学 校 ○ ○ ○ ○

わ か ば 支 援 学 校 ふ じ か わ 分 校 ○ ○

や ま び こ 支 援 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ ○

富 士 見 支 援 学 校 ○

富 士 見 支 援 学 校 旭 分 校 ○

ふ じ ざ く ら 支 援 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ ○

か え で 支 援 学 校 ○ ○ ○ ○

高 等 支 援 学 校 桃 花 台 学 園 ○

特別支援学校うぐいすの杜学園 ○

学 校 名

訪問

重複障害学級

通学

単一障害学級 重複障害学級
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２ 一学級の幼児，児童又は生徒の数の基準は，次の表の左欄に掲げる部及び学級の種類に応じ，同表の右欄に掲げる数

とする。 

学級及び部の種類 一学級の幼児、児童又は生徒の数 

単一障害学級 

幼稚部 ５人 

小・中学部 ６人 

高等部 ８人 

重複障害学級 

幼稚部 

３人 小・中学部 

高等部 

（幼児児童生徒数の報告） 

第５条 各特別支援校長（以下「校長」という。）は，山梨県教育委員会教育長（以下「教育長」という。）の指示する 

日までに次の各号に掲げる書類をもって，翌年度の幼児，児童及び生徒の数を教育長に報告しなければならない。 

 一 幼児児童生徒数報告書    （第１号様式） 

 二 幼児児童生徒数・学級数一覧表（第２号様式） 

 三 学級編制表         （第３号様式） 

 四 重複幼児児童生徒実態表   （第４号様式） 

２ 幼児，児童又は生徒数に変更が生じた時は，校長は速やかに教育長に報告しなければならない。 

（審  査） 

第６条 教育長は，前条の報告内容を審査する。この場合において，教育長は必要に応じ医師の診断書及び総合教育セン 

ターの教育相談における所見を提出させることができる。 

（学級編制） 

第７条 教育長は，第４条の規定を基準として前条の審査結果に基づき学級編制を行う。 

２ 教育長は，前項の編制結果を校長に３月末日までに通知する。 

３ 教育長は，第５条第２項に基づき４月１日から５月１日までの間に校長から児童又は生徒の数の変更報告があった時

は，予算の範囲内で小学部及び中学部に限り学級編制の変更を行うことができる。 

 

３ 重複障害幼児児童生徒認定要領 

 

１ 重複障害幼児児童生徒は，学校教育法施行令第２２条の３に定める障害を２以上併せ有する幼児，児童又は生徒をい 

う。 

２ 併せ有する障害の程度が中度又は重度（「教育上特別な取扱いを要する児童・生徒の教育措置について（昭和５３年

１０月６日付け文初特第３０９号文部省初等教育局長通達）」第１に規定する特別支援学校において教育する程度の障

害をいう。）の場合に，重複障害と認める。 

３ 知能検査は，個別判定を用いることとする。 

４ 知能検査が不可能な時は，乳幼児発達検査を実施する。 

５ 重複障害の判定については，標準的な検査，調査又は総合教育センターの教育相談における所見又は医師の診断結果

に基づき，教育庁総務課及び特別支援教育・児童生徒支援課，総合教育センターの職員が協議して行う。 

６ ５の判定結果に基づき，教育長が重複障害幼児児童生徒を認定する。 



 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 




